
 

北本市トマトリキュール特区 

 

 

都道府県名： 埼玉県 

 

申請主体名： 北本市 

区域の範囲： 北本市の全域 

特区の概要： 北本市は、戦前、日本一と称賛された石戸トマトを生産し

ていたが、これまでベットタウンとして発展してきた経緯か

ら、地域に起源をもつ基幹産業が育ちにくく、高齢化等を理

由として農業の衰退が懸念されている。 

近年、北本トマトカレーやトマト大福といった北本トマト

を通した地域活性化の取組が活発になっている。 

そのため、特例措置を活用して、北本トマトを原料とする

リキュールを製造することで北本トマトを軸とした農商連

携を促進し、持続可能な生産消費形態を確保して地域産業の

発展を図る。 

適用される規制

の特例措置： 

特産酒類の製造事業 

 

 

北本市内の農園で大切に 

育てられる北本トマト 

 

 

新緑が彩る雑木林で開催された 

「森めぐり」のイベントで、 

北本の自然に触れる子どもたち 


